高齢化に関する政府間作業部会（IGWA）への提出文書
精神医療の利用者・サバイバー人権センター（CHRUSP）
2026年4月22日

[bookmark: _Hlk230690715]CHRUSPは、精神医療の利用者・サバイバーおよび精神（psychosocial）障害のある人（高齢者を含む）の人権団体です。CHRUSPは国連経済社会理事会（ECOSOC）の協議資格をもっており、国連の人権メカニズムや関連する国際的・地域的なプロセスに定期的に参加しています。詳細については、www.chrusp.org をご覧ください。
この回答は、高齢の精神医療利用者・サバイバーおよび精神障害のある人々との議論に基づき、またCRPD（障害者権利条約）の起草および交渉における経験に照らして、IGWA（高齢者に関する政府間作業部会）からの質問に回答するものです。

質問1. 高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書は、どのような包括的な枠組みに基づいて策定されるべきか？さらに、高齢者がすべての人権および基本的自由を完全かつ平等に享受する権利保有者であるという認識を、その文書が最も適切に反映し、強化するにはどうすべきか？
包括的な枠組みは、エイジズム（年齢差別）あるいは年齢を理由とする差別が多様な形態をとっていること、そして人権条約の策定により、それらを特定し、その根絶と救済を図る取り組みを開始できるという認識を基盤とすべきです。エイジズムは、特に性差別主義やエイブリズム（障害者差別主義）などの他の形態の差別と交差的に作用しており、こうした交差性もまた多様な形態をとります。
高齢者の人権は、一般的な人権の枠組みに組み込まれ、その発展に寄与すべきです。（国家の）義務は、実質的平等と形式的平等を組み合わせ、変革的かつ包摂的な側面を取り入れて策定されるべきです。それによって高齢者に対する社会の関係を変え、代わりに高齢期における多様な経験に配慮した生涯アプローチを採用するよう促します[footnoteRef:1]。 [1:  参照：CEDAW（女性差別撤廃条約）第4条1項に関する一般勧告第5号（パラグラフ8～10）（変革的な平等、すなわち既存の慣行を変える能動的な側面を持つもの）；CRPD（障害者権利条約）第5条に関する一般的意見第6号（パラグラフ11）（包摂的平等、共通の枠組み内に実質的な平等措置を組み込むもの）。] 

高齢者は、他の人々と平等に同等の権利を保障されるべきです。それらの権利を尊重し、保護し、実現する国家の義務は、高齢者が平等にそれらの権利を行使し、享受することを妨げられているという懸念に応えるものでなければなりません。人権の枠組みにおいてまだ十分に扱われていない高齢者のニーズや懸念は、既存の枠組みと連携し、それを前進させる形で、この条約において適切に表現されるべきです。


既存の条約を通じて一部の高齢者（例えば、CEDAW による高齢女性や、CRPD による障害のある高齢者など）に原則として適用される権利は、再確認されるべきであり、高齢者の権利を保障する国家の義務を詳細に規定することで強化され、また、適切な場合には、新たな条約を通じてすべての高齢者に適用されるようにすべきです。　
高齢者およびその代表組織（障害のある高齢者やその他の軽んじられてきた層を代表する組織を含む）は、専門家として、また主要な利害関係者として、条約の策定において主導的な役割を果たすべきです。
質問2. 高齢者の権利を効果的に保護するために、法的拘束力のある文書はどのような中核的な原則に基づくべきか？さらに、この法的拘束力のある文書は、高齢者の既存の人権を再確認すると同時に、あらたに規範的発展が必要な問題や課題（ギャップ）を明確に特定し、対処するにはどうすればよいか？
原則
CHRUSPは、CRPD第3条に基づき、以下の原則を提案します：
- 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む）、および個人の独立の尊重；
- 無差別；
- 社会への完全かつ効果的な参加と包摂；
私たちは、追加の原則として以下を提案します：
- 資源への公平なアクセス。
この原則は、高齢者に関する医療、食糧、住居、パーソナルアシスタンス、教育、社会的保護、生計、および自己使用のための財産の保持などに対するあらゆる制限に疑問を投げかけ、また、そのような制限を禁止し、それらへの高齢者による平等なアクセスを義務付ける適切な文言を考案することによって、運用されるべきです。
- 蓄積された経験（実績だけでなく、生きた年月）の尊重、および、あらゆる年齢における個人の継続的な成長と新たな追求の尊重。
この原則は、生活のあらゆる分野における機会や社会的便益への平等なアクセスを保障し、場合によっては積極的格差是正措置を実施するとともに、高齢者が特に望み、かつ恩恵を受けることができるような機会を提供することで、運用されるべきです。後者の例として、退職後の指導者や名誉職としての活動、家事や交流の場が提供され、各人の意思や好みに応じて支援サービスを利用できる自主管理型の共同住宅などがあります。
- アクセシビリティ、合理的配慮、および本人の意思や好みに応じた支援や援助の提供。
これは、原則であると同時に実践されるべき義務でもあります。高齢者の機能は、若年者とは異なることを認識すべきです。これには、高齢になって機能障害や機能的多様性をもった人、あるいは機能障害や機能的多様性のある人として年をとった人も含まれます。いかなる高齢者に対しても、実際の、あるいはあると思われた機能障害に基づく直接的または間接的な差別があってはなりません。　
- 高齢者の権利に関するあらゆる事項における交差性。性およびジェンダーの視点、障害の視点、先住民族、性的指向、社会階級、文化的多様性を含みます。
この原則は、高齢者の多様性を認識するものです。
格差
この条約は、高齢者に既存のすべての権利を一般的に保障するだけでなく、以下の3種類の欠陥を特定し、これに対処することを目指すべきです：
1) 高齢者が既存の権利の享受および行使において直接的または間接的に差別を受けている場合、問題となっている権利を特定し、差別を禁止するとともに、高齢者が平等に権利を享受・行使できるよう、国家の具体的な義務を規定してその問題に対処すべきです。
例：
• 国は、医療における年齢に基づく差別、特にトリアージに基づく高齢者へのサービス提供の拒否（すなわち、高齢者に有益であるにもかかわらず、年齢を理由にサービスを拒否すること）を禁止し、防止する義務を負うべきです。
• 国は、地域社会で独立した生活を送るために必要なパーソナルアシスタンスやその他の支援を含め、障害のある人が利用できるすべてのサービスが、年齢制限なく、障害のある高齢者にも提供されるよう確保する義務を負うべきです。
• 国は、プライバシー、尊厳、個人の自律の侵害につながる、高齢者の性格、ニーズ、能力に関する否定的な固定観念と闘う義務を負うべきです。そして、障害のある高齢者を含むすべての高齢者に関してそのような慣行を調査し、根絶すべきです。
2) 障害のある高齢者の人権は、混乱や格差が生じないよう、CRPD（障害者権利条約）と同等の水準で、この新しい条約の下でも保護されなければなりません。障害のある高齢者は、基本的な人権保護の点で片方だけでは不完全な二つの制度のいずれかの選択を強いられるべきではありません。障害は、障害のある人として高齢化する人だけの問題ではなく、将来障害をもつ可能性のあるすべての高齢者にとっても問題です。
個人の自律に関連する権利は、個人の自由を制限するような形で支援サービスや住宅などの社会的便益を提供するのではなく、個人の意思や選好に応えるよう資源を調整する必要性と密接に関連しています。すべての高齢者は、後見制度やその他の代理意思決定、そして自由の喪失、および非自発的な精神科への入院と強制治療（化学的拘束としての薬物使用を含む）、さらには長期の施設収容の脅威にさらされています。しかし、そのなかで障害のある高齢者は最大の脅威にさらされています。エイジズムとエイブリズムとが相まって、施設を離れて地域社会で生活する希望さえも奪ってしまうためです。資源への公平なアクセスという原則を適用し、障害の有無にかかわらずすべての高齢者が施設からの脱施設化を確実に利用できるようにすべきです。また、高齢者の法的能力と個人をそのままの状態で保護することへの脅威を取り除くべきです。
• 障害のある高齢者を含むすべての高齢者に対し、法的手続き、医療現場における自由意思よるかつ十分な情報に基づく同意の行使、および金銭的な事柄を含む生活のあらゆる側面において、他の人と平等に法的能力が保障されるべきです。後見制度および代理意思決定は禁止されるべきです。法的能力の行使における支援および配慮の提供は、本人の意思や選好（支援や配慮の提供を拒否する選択を含む）に従い、利益相反や不当な影響力のない形で行われるべきです。法的能力の公的な剥奪や強制措置を禁止することに加え、各国は、公的サービス、地域社会サービス、および個人向けサービスを利用する際、高齢者の意思や選好が尊重されるよう設計された積極的な措置を講じるべきです。また、違反があった場合には、高齢者（障害のある高齢者を含む）にとって利用しやすい、効果的かつ迅速な救済措置を講じるべきです。
障害は、高齢者が法的能力を剥奪される最大の交差的リスクであると同時に、あらゆる高齢者がこの剥奪を受ける口実ともされています。障害の有無にかかわらず、後見や代理意思決定から確実に保護されることは、すべての高齢者にとっての利益です。
• 身体の自由と安全、および拷問やその他の虐待を受けない権利は、他の人と平等な基準で高齢者に保障されるべきです。障害を理由とした自由の剥奪は、民事的収容や刑事司法制度における保安措置、ならびに強制治療を含め、禁止されるべきです。これらは、身体の安全に対する平等な権利、法的能力の権利、および拷問やその他の虐待を受けない権利を侵害するものです。
障害を理由とした自由の剥奪および強制治療は、エイジズムによって悪化する特有の脅威であり、これらの問題を交差的差別一般に同一視するのではなく、個別に言及する必要があります。
• 高齢者は、他の人々と同等の選択肢を持ち、独立して生活し、地域社会に包摂される権利を保障されるべきです。障害のある高齢者を含む高齢者の住居の選択肢には、幅広い居住形態が含まれるべきですが、例えば、職員が自律に制限を課したり、そのような制限を条件に支援を提供するなど、施設的な環境は含まれてはなりません。障害のある高齢者を含む高齢者は、地域社会での生活の維持に必要な支援を受け、他の人と平等に一般市民向けのあらゆるサービスや施設を利用する権利をもっています。
地域社会で自立して生活する権利はすべての高齢者にとって重要ですが、その権利を剥奪される危険が最も高いのは、実際の、あるいはあると思われた障害のある高齢者であり、彼らの人権保護は明確に確保されるべきです。
3) 高齢者が懸念する問題が人権の枠組みにおいてまだ取り上げられていない場合、新たな権利がどのように、どこで認識されつつあるのかについて、既存の権利を背景として活用して議論することができます。
前例を挙げると、移動の自由および居住地を自ら選択する自由を保障するICCPR（市民的政治的権利規約）第12条は、CRPD（障害者権利条約）第19条が「すべての障害のある人が、他の人と平等の選択肢を持って地域社会で生活する平等な権利」を認める基礎となりました。CRPDではこれは経済的・社会的要素を伴う複合的な権利となり、必要な支援の提供や、一般向けの地域サービスや施設の利用の確保が求められるようになりました。

質問3. 法的拘束力のある文書は、明確性と実効性を確保するために、どのような全体構成（structure）や設計枠組み（architecture）を採用すべきか？例えば、前文、定義、一般原則、一般的義務、具体的権利、および実施規定を含めるべきか？
CHRUSPは、前文、目的、定義、一般原則、一般的義務（これには直ちに実施すべき義務と漸進的実現の義務の両方が含まれるべきです）、交差性に関する規定、具体的な権利、そして国内での実施や監視を含む実施措置を提案しています。さらに、各国の報告書の審査、個人からの申立ての検討、調査の実施といった通常の権限を有する国際条約体も提案しています。
高齢者および高齢者を代表する組織の役割は、高齢者の多様性の全範囲を確実に代表するものとして、一般的な義務および実施・監視に関する規定の両方で明確に認識されるべきです。この役割は、条約の実施および高齢者に関連するその他すべての事項について緊密な協議を行う国家の義務に関する規定を通じて明確にされます。
（翻訳・佐藤久夫、　　　　）
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